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広陵町こども計画とは？

“こどもまんなか社会”の実現に向けた計画です！

●�広陵町こども計画は、国の『こども大綱』がめざす“こどもまんなか社会” の実現に

向けて、町の全てのこども・若者を対象に、子育て当事者やこども・子育て当事者に

関わる人・団体・地域等も含めた施策を一元的に進めていきます。

●�本計画が対象とする「こども」は、こども基本法を踏まえ「心身の発達の過程にある

者」とし、「若者」は、思春期のうち高校生年代と青年期の者としています。

他計画との関連と計画期間

 計画の位置づけ

 計画の期間

令和 8 年度から令和 11 年度の 4 年間

広陵町

総合計画（町の最上位計画）

● 自治基本条例 ●

こども計画
子ども・子育て支援事業計画

こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画

子ども・若者計画

広陵町教育振興基本計画

男女共同参画行動計画

障がい者計画

障がい福祉計画及び障がい児福祉計画

健康増進・食育推進計画

連
携

福祉・教育等の関連計画

地域福祉計画（福祉各分野の上位計画）

国

勘　案

勘　案

次世代育成支援行動計画
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広陵町のこども・若者を取り巻く課題

1 こどもの権利を守り、こどもの主体性を育む機会の課題について
　こどもが主体として意見を表明し、その意見が尊重される社会の実現に向
けて、権利に関する理解を深め、意見を伝える機会や多様な手段の確保が求
められます。
�

2 困難な状況にあるこどもや子育て世帯における課題について
　低所得世帯やひとり親世帯、ヤングケアラーを含む世帯では、学習や体験
活動が制限されやすい状況にあります。すべてのこどもが教育等の権利を享
受できるよう、貧困の連鎖を断ち切る取組が必要です。
�

3 相談や必要な支援等へのアクセスへの課題について
　こども・若者には、困りごとがあっても「相談できる人がいない」と感じ
ている人もいます。また、保護者でも相談先が分からない、頼れる人がいな
いという声があります。相談窓口の周知や支援者が出向くアウトリーチ型支
援が求められます。
�

4 多様な機能や目的が想定される「居場所」の課題について
　こども・若者が求める居場所には、自分のペースで過ごせる心理的安全性
が重要です。現状の居場所としては自宅や塾・習い事が中心ですが、家以外
の場所を利用してみたいと考える人も一定数います。こうしたニーズに応え、
多様な居場所づくりが必要です。
�

5 親子のつながり、地域のつながりの課題について
　地域を「子育てしやすい」と感じる保
護者の割合が低下しています。地域の大
人に見守られていると感じることは、こ
どもが安心して過ごす環境として重要な
要素です。地域全体でこどもと子育て世
帯を支える体制が求められます。
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基本理念と基本目標

01

基本理念

02

基本目標

  基本目標 1   こどもが主役となる環境づくり
　こども・若者が、意見表明・参画しやすい機会の提供に取り組んでいきます。また、

放課後等にこどもが安心して過ごせる居場所の確保を図ります。

  基本目標 2   こどもが自分らしく育つ環境づくり
　こどもが自己肯定感を持ち、自分らしく成長できる環境づくりを推進します。また、

子育てをお互いに支えあうことで、こどもが自分らしく育つ地域づくりを進めます。ま

た、貧困やヤングケアラー等世帯への経済的支援を図ります。

  基本目標 3   こどもも親も切れ目なく支援する環境づくり
　子育てに不安を持つ親が気軽に相談できる体制とし、誰ひとり取り残さない支援体制

を構築します。さらに、発達に支援が必要なこどもやひとり親世帯に対しても、こども

の健やかな発達を支援する取組を進めます。

  基本目標 4   子育てと仕事のバランスを支援する環境づくり
　安心して子育てすることができ、子育てと仕事のバランスがとれる環境づくりを図り

ます。また、子育てを難しくする要因となる経済的な負担軽減にも努めます。

こどもたちとつくる

地域の未来
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施策体系

  基本目標 1   こどもが主役となる環境づくり
❶こどもの権利の尊重と意見表明　　❷こどもの居場所・交流の場づくり

  基本目標 2   こどもが自分らしく育つ環境づくり
❶こどもの「自分らしさ」と「生きる力」を育む教育環境の充実
❷こどもの貧困解消やヤングケアラーへの支援　　❸こどもの安全の確保

  基本目標 3   こどもも親も切れ目なく支援する環境づくり
❶誰ひとり取り残さない相談支援体制の構築　　❷こどもの健やかな育ちの支援
❸様々なこどもと子育てへの支援　　❹子育てにかかる経済的負担の軽減

  基本目標 4   子育てと仕事のバランスを支援する環境づくり
❶多様な保育ニーズに対応するための支援　　❷多様な働き方の実現に向けた取組の推進
❸ともに子育てを担う意識づくり

重点施策

　本計画では、基本理念である「こどもたちとつくる　地域の未来」、特に重要な施策

を重点施策として位置付け、施策の充実を図ります。

重点施策 1｜「こどもまんなか社会」に向けた体制構築

　「こどもまんなか社会」の実現に向け、計画の立案段階からこどもの意見を聴取し、

施策に反映する取組を推進します。また、地域コミュニティの活性化やこどもが安心し

て過ごせる居場所の拡充を図ります。

重点施策 2｜ヤングケアラーや貧困解消への支援

　ヤングケアラーや低所得世帯のこどもでは、進学や健康面への影響が懸念されます。

こどもの将来が、生まれ育った環境によって左右されることのないよう、早期に状況を

把握し、必要な支援へとつなげることで貧困の連鎖を断ち切る取組を推進します。

重点施策 3｜支援につなげる情報発信の強化

　相談先がないこどもや保護者もいるため、情報発信の強化や相談への心理的ハードル

を下げる取組を進めます。相談につながりにくい家庭へのアウトリーチを含め、誰ひと

り取り残さない支援を推進します。
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計画の推進

1. 計画の推進に向けて
（ 1 ）総合的な施策の推進

　計画の推進では、こども政策課が中心とな

り、各課や関係機関との連絡・調整を密にし、

連携を強化していきます。

（ 2 ）県や国との連携
　本計画に位置づけている諸施策の中には、

国や県との連携のもとで実施しているものが

あるため、国や県との連携強化に努めます。

（ 3 ）住民への計画の周知
　本計画では、住民や事業所、関係団体がそれぞれの立場に応じた協力体制が必

要となるため、計画の周知に努めます。また、本計画の主体となるこどもに対し

ても計画の趣旨等を伝える機会の確保に努めます。

（ 4 ）相談体制の充実
　各種サービスの利用や町の進める取組について、こども政策課が中心となり、

保育園・認定こども園、関係部署等が情報の共有化を図り、こどもや保護者等住

民の要望・相談等に応じられる体制づくりを進めます。

2. 計画の進行管理
（ 1 ）計画の評価体制の確立

　PDCA サイクルに基づく進行管理を行います。

また、「広陵町子ども・子育て会議」において、

進捗状況について定期的に点検・評価を行います。

（ 2 ）施策・事業の質の向上を図るための取組
　施策等の実施にあたっては、ニーズに応じた量

の確保に加え、質の向上を重視します。利用者の

声を踏まえた改善に取り組むことで、より効果的

で満足度の高い施策・事業の展開を目指します。

計画策定

事業の継続・
拡充・見直し 点検・評価

計画の推進

KORYO
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広陵町「子育て応援サイト」 

https://www.town.koryo.nara.jp/kosodate/

広陵町こども計画
（令和 8年度～令和 11 年度）

［ 発　　行 ］広陵町

［ 編　　集 ］広陵町教育委員会事務局こどもまんなか部こども政策課

［ 発行年月 ］令和 8年 3月

〒 635-0821 奈良県北葛城郡広陵町大字笠 161 番地 2

［ 電　　話 ］0745-55-6820　　［ ファックス ］0745-54-5324

［ E - m a i l  ］info@town.koryo.nara.jp

［ U    R    L  ］https://www.town.koryo.nara.jp/

子育て関連の情報をわかりやすく発信しています。
「子育て応援サイト」をぜひご覧ください！
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